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2単位

専門科目／ヘルスケア・ライフマネジメント科目群

障害者政策と自立支援
障害とは、自立・自律とは何か？ 日本の障害者政策に欠けるものは何か？

受講するにあたって

日本の社会保障制度と障害者制度（障害者自立支援法など）の基礎知識を学習しておくこと。①事前学習の
　すすめ

社会政策や社会保障制度の基礎知識習得のために、訓覇法子『アプローチとしての社会福祉システ
ム論』法律文化社、『社会福祉システム論』日本福祉大学通信教育部テキスト

②参考図書

グループ討議への積極的参加を評価に加える。講義2日目の終わりに、1時間の筆記試験を実施する（持
ち込み不可）。評価は、講義内容の正確な理解力と批判的検証による考察力を重視する。

③評価基準

2日間の講義では十分内容を理解することは難しいために、担当教員が適切であると考える参考文献
を指定し、資料を配付する。自分の理解が正しかったかどうか確かめるために必読すること。

④より学びを
　深めるために

講義目的・到達目標

講義の構成

まず、講義の目的と目標を明確にするとともに、講義の
進め方を確認する。次に、比較とは何か、比較の目的と
手法を学ぶ。続いて、障害者政策の重要な概念である障
害と自立について考察する。これらの概念について、ス
ウェーデンがどのように考え、障害者政策を実現してき
たのか、その歴史的発展を学ぶ。さらに、障害者政策の
背景をなすスウェーデン福祉国家とは何かを考察する。
最後に、スウェーデンとの比較により、日本の障害者政
策とその背景をなす社会保障制度の特徴を明確にする。
日本の障害者政策の歴史的発展を詳細に学ぶために、障
害者政策や障害者運動にかかわってきた専門家によるゲ
スト講義を実施する。

講義の流れ

知識を暗記するのではなく、批判的検証力を各自が身に
つけることを重視する。批判的検証に必要な「各自が考
える作業」と「根拠ある見解」を生成するために、担当
教員が出す課題についてグループ討議を行い、各グルー
プが発表し、発表結果を担当教員が整理し、理論化する
方法をとる。したがって、履修者の積極的な授業参加が
要求される。

講義のポイント

比較とは何か、
比較の目的と比較手法2

講義の目的と目標・講義の進め方1

障害と自立の定義3

スウェーデンの障害に関する考え方4

スウェーデンの障害者政策の
歴史的発展と福祉国家5

日本の障害者政策と社会保障制度6

比較とは何か、比較の目的と方法に関する基礎知識を習得する。
国際比較手法の基礎知識

障害者自立支援法は形だけの改正で終わり、根本的な障害者制度改革には至っていない。多くの先進諸国と異なり、日
本は国連障害者権利条約（2006年）をいまだに批准していないが、スウェーデンは他の先進諸国より一足先に施設全廃を
実現し、障害者が自立して、地域で普通の生活を営むことができる共生社会をつくりあげてきた。障害者政策への取り
組みが国によって大きく異なるのは、なぜか？スウェーデンの障害者政策を基軸として、障害や自立・自律に関する国
家の考え方や国家責務の在り方を考察し、日本の障害者政策を批判的に検証する。

障害者政策に関する日本とスウェーデン二国間比較

担当教員：訓覇 法子 2単位

専門科目／ヘルスケア・ライフマネジメント科目群

超高齢社会と老後リスク管理
我が国は例を見ない速さで超高齢社会に突入した ─ この日本を如何にして住みよい国に築き上げていくのかを考察する

受講するにあたって

毎日、複数の新聞を読むこと。①事前学習の
　すすめ

鈴木隆雄『超高齢社会の基礎知識』講談社新書、2012
小塩隆士『人口減少時代の社会保障改革』日経新聞社、2005

②参考図書

講義内容の理解と、自分なりの論理的意見の形成。③評価基準

各種省庁の「白書」を読破する。④より学びを
　深めるために

講義目的・到達目標

講義の構成

1. 人口減少を伴う少子高齢社会に突入した日本の状況と、それにより発生する諸問題を確認する。
2. それらの問題に対して「個人の備え」、とりわけ財政的基盤強化を考察する。
3. あわせて「国家の備え」である社会保障とそれを支える財政的な諸問題について考察する。
　今後、日本はどうあるべきか、またそのために何をすべきか議論を深めていく。

講義の流れと
ポイント

〈本講義の構成と方向性〉

現在地球全体では人口爆発 将来は世界的に高齢化が進む

我が国は人口減少を伴う少子高齢社会に突入 年金制度の概要と
各国年金制度

個人の備え 国家の備え

老後リスク管理
・健康 ・メンタル
・財政

アベノミクスの断行

〈政策提示〉

〈投票行動〉

経済成長・財政戦略の策定

国民の覚悟
自律主義の進め 団塊世代の活用・再就業人口化等

世界に先鞭をつける成長・福祉
両立型の日本モデル

2012年版の白書によると、65歳以上の高齢者は3,074万人（2012年9月15日現在）となり、総人口に占める割合（高齢化率）は
24.1％に達した。国連の定義によると、65歳以上人口が21％超は「超高齢社会」とされ、もはや「高齢化社会（7％超）」でも「高
齢社会（14％超）」でもない。
更に日本人の平均寿命は伸び続けており、社会保障給付総額は100兆円に達している。その財源を、借金で賄っているため国庫
財政は「火の車」であり、緊急に財政再建に着手する必要があろう。
まずはこの日本の状況の確認とそれにより発生する諸問題を確認する。

超高齢社会の現況

この現況を踏まえ「個人の備え」としての老後の財政的基盤強化を考察する。老後に発生するリスクを明らかにし、当事者の側に
たった老後人生のマネジメントの方法を学ぶ。自らの置かれた状況を理解し、学習し、覚悟を決め、そして自らそれらの準備を始め
ることである（Aged Life Management）。そして「国家の備え」である社会保障制度の在り方を考察する。社会保障制度とは、
国民の生存権の確保を目的とする保障制度のことであり、公正、公平で効率的な制度であることが求められている。現状を振り返ると、
前提条件の「国家の存続」自体が危ぶまれる状況にあり、すべての国家的事業の抜本的な見直しが喫緊の課題である今、社会
保障制度もその例外ではない。これからの日本で生きていくためにどのように備え、そしてどのような国にすべきか、そしてそのために
何をすべきか議論を深めたい。

老後の財政的基盤強化と今後の社会保障制度の在り方

担当教員：川床 憲一


